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議  事 

①「（仮称）日立自動車教習所跡地計画」の新設について 

 

○松波会長 まず、小平市の「（仮称）日立自動車教習所跡地計画」における、大和情報

サービス株式会社による新設の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○金子課長代理 では、審議案件の概要「（仮称）日立自動車教習所跡地計画」の新設に

ついて、ご説明申し上げます。着座にて失礼いたします。 

 資料１の１ページ、「１ 届出の概要」を御覧ください。 

 届出日は令和２年４月２８日、設置者は大和情報サービス株式会社、店舗の名称は「（仮

称）日立自動車教習所跡地計画」、所在地は小平市上水本町四丁目１４８０番１ほか、小

売業者名は未定での届出となっております。 

 新設する日は令和２年１２月２９日、店舗面積は３，３００平方メートルです。 

 駐車場は、敷地内北側に２９台平面駐車場で整備するほか、店舗２階に５３台、店舗屋

上に１２８台、合計２１０台整備します。指針による小売店舗の必要駐車台数は、物販店

舗分で１３４台、併設施設を含めると１５４台であり、これらを上回る措置となります。

このほか、従業員用に３２台、施設全体で２４２台の駐車場を整備することとしています。 

 駐車場の出入口は、敷地北側に１か所の設置となります。 

 自動二輪車用駐車場は、６台分設けています。 

 駐輪場は、敷地内西側に１６２台、敷地内北側に３４台、合計１９６台整備します。 

 小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例による必要台数は１６５台であり、

これを上回る措置となります。 

 荷さばき施設は、敷地内東側に５３．２平方メートル分、敷地内北側に５１平方メート

ル分、合計１０４平方メートル分を整備します。使用時間帯は、午前６時から午後１０時

までです。 

 廃棄物等の保管施設については、敷地内東側に１７．４６立方メートル分、敷地内北側

に７．８９立方メートル分、合計２５．３５立方メートル分を確保します。併設施設分を

合わせた排出予測量２０．７３立方メートルに対し、充足する計画です。 

 開店時刻は午前９時、閉店時刻は午後９時です。 
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 また、駐車場の利用時間帯は、午前８時半から午後９時半までです。 

 次に、「２ 周辺の生活環境等」です。 

 計画地は、西武鉄道多摩湖線の一橋学園駅の南側６８０メートルに位置しており、用途

地域は第二種住居地域です。 

 店舗周辺の状況ですが、東側は戸建て住居及び日立自動車教習所跡地の更地が隣接して

います。西側は市道を挟んで戸建て住居が立地、南側は市道を挟んで事業所が立地、北側

は戸建て住居及びフィットネスクラブが隣接といった環境となっています。 

 参考情報ですが、当該敷地は、従前は店舗名称のとおり、日立自動車教習所があった場

所と聞いております。 

 「３ 説明会について」ですが、法で定められた説明会開催期間は届出から２か月以内

となっておりますが、新型コロナウイルス感染症対策のため緊急事態宣言が出されたこと

等により説明会の開催が不可能となったことから、令和２年６月２６日（金）に新聞折り

込みによるチラシを配布し周知したほか、６月２６日から１０月８日まで、店舗道路面へ

の掲示を行いました。 

 これらの周知を踏まえた住民からの質問や意見については延べ７件寄せられており、テ

ナントは何が入るのか、南側敷地に歩行者用の出入口は設けられるのか、西側の駐輪場出

入口付近に住居があるので飛び出し等に注意して運用してほしい等の質問、意見が寄せら

れたとのことです。 

 対する設置者からの回答は、テナントは未定であること、南側には非物販テナントの入

り口はあるが、核テナントであるスーパーの入り口はなく、スーパーご利用の方には北側

入り口まで迂回していただく計画であること、西側駐輪場出入口には、飛び出し防止のた

めにＵ字ボラードを設置すること等を説明し、理解を求めたとのことでした。 

 「４ 法８条に基づく意見」ですが、小平市の意見を令和２年７月３１日に受理してお

りますが、意見はございません。 

 法８条第２項に基づく公告による住民等意見につきましては、令和２年９月７日に１件

の申出を受理しております。 

 資料１、３ページを御覧ください。こちらが寄せられました意見の写しで、５ページか

ら７ページが、設置者からの回答となります。住民意見は、先に委員の皆様にお伝えして

おりますので、要旨のみの読み上げとさせていただきます。 
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 まず、住民意見についてですが、意見書の「２ 意見の内容」にあるとおり、「日立自

動車教習所跡地に大規模小売店舗が建設されるが、自動車の来店経路が商品搬入車も含め

て北側の五日市街道からの導入のみとなっている。その導入限定による生活環境の悪化を

危惧する。安全確保のため、人的配置を要望する。人員配置場所としては、以下の２か所

を要望する。」という内容になっております。 

 これに対する設置者からの回答は、６ページにありますとおり、「計画地周辺は狭隘な

生活道路であり、通学路にも指定されていることから、全車両を五日市街道へ誘導するよ

う計画しております。誘導対策として、下記対策を実施し、安全対策に努めてまいります。

敷地外の人的配置については、オープン時及び繁忙時については誘導員を４名配置し、周

辺生活道路への侵入防止、誘導経路の案内、交通状況の把握を行います。配置計画につい

ては、添付図面を参照ください。」 

 この添付図面は、次ページにございます。Ａ３横の図面を御覧ください。店舗南側の道

路が十小通りで、住民意見で要望のあった交差点のうち、１か所が赤枠で書かれている③

の市役所西通りと十小通りが交差する位置です。こちらには、プラカード誘導員が配置さ

れる予定です。もう１か所は、十小通り上の④の誘導員のマークがある交差点で、周辺道

路を巡回する誘導員を配置します。 

 回答書に戻ります。 

 「②施設のホームページ内に駐車場へのアクセス経路を掲載し、交差点Ａは左折誘導を

ご案内します。③交差点Ａ付近に左折誘導の看板を設置いたします。④来客用の出入口等

には、オープン時、繁忙時に誘導員を適宜配置し、道路上の待機車両防止及び通過する歩

行者・自転車への影響がないよう、安全対策を実施いたします。」 

 以上となります。 

 次に、資料３に移ります。宇於﨑委員から事前質問を頂戴しております。 

 ご質問の１点目、「駐車場及び荷さばき施設に至る道路Ｎｏ．３私道の幅員は７．５４

メートルとのことですが、交差点Ａから荷さばき施設に入るまでの総延長は幾つですか。」。

対する設置者からの回答は、「交差点Ａから荷さばき施設専用入り口までの総延長は、約

１４０メートルです。」とのことです。 

 続きましてご質問２点目、「道路Ｎｏ．３私道の歩道は「無」とのことですが、歩行者

の安全確保はどのようなことを考えていますか。」。対しまして設置者からは、「荷さば
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き出入口には荷受人を配置、来客者用出入口には交通整理員を開業時・繁忙時に適宜配置

いたします。また、駐車場出入口に歩行者注意喚起看板を設置し、歩行者への安全確認を

行うよう周知いたします。」とのことです。 

 続きまして３点目、「前面のコナミスポーツクラブには駐車場の出入口はありませんか。」。

対する設置者からの回答は、「前面のコナミスポーツクラブには駐車場の出入口はござい

ませんが、コナミスポーツの北側に立体駐車場がございます。届出書図面６、２４ページ

から確認できるように、出入口は道路Ｎｏ．３の私道に面した出入口となっております。」

とのことでした。 

 事前質問及び設置者回答につきましては、以上のとおりとなります。 

 これで事務局からの説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○松波会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いいたします。 

 中西委員、ございますか。 

○中西委員 この案件そのものではないんですが、その自動車学校の跡地のうち、東側の

半分が更地になっていますが、これは、同じ地権者になっているのか、あるいは予定はあ

るのか、その辺りは情報ありますか。 

○金子課長代理 別事業者において、今後、マンションを建設する予定と聞いております。 

○中西委員 分かりました。それ以外は結構です。 

○松波会長 鈴木委員、ございますか。 

○鈴木委員 小学校から出ている意見に対する回答について質問させていただきますが、

開業時、オープン時及び繁忙時に誘導員を設置するという回答だと思うんですが、それ以

外の時間、例えば小学校の通学時間とか、その辺りについての配慮というのは、何か回答

として上ってきておりますでしょうか。 

○金子課長代理 現時点で明確に回答いただいているのは、オープン時と繁忙時の誘導員

の配置になります。小学校のほうでも、朝の通学時間帯には、もともと旗持ちの方がいら

っしゃるということで、ケアはされていると伺っております。 

○鈴木委員 ありがとうございました。 

○松波会長 森本委員、ございますか。 

○森本委員 五日市街道の交差点Ａというふうに記載されている場所なんですけれども、

この場所での自転車のレーンがあるのかどうか、あるいは歩道になっているのかどうか、
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自転車の走行と交差点Ａとの流入の交差が心配なんですけど、教えていただけますでしょ

うか。 

○金子課長代理 もともと、五日市街道に出る私道には、歩道もなく、自転車のレーンも

ないです。 

○森本委員 五日市街道のほうは、どうなっていますか。 

○横森課長 五日市街道も、歩道とはいっても、段差のある歩道ではなくて、白い線が引

いてあるような歩道があるというところです。私も実際現場に行きましたけれども、自転

車が、かなり頻繁に通るというようなところではございませんでした。 

○森本委員 その周辺に大学もありますので、自転車利用者が、最近、こういう幹線系か

ら補助幹線のほうに入るときの巻き込み事故というのが結構ありますので、そういうのも

ちょっと確認をされながら、オープンをして、状況を見ながら対応していただきたいのが

一つです。 

 あとは、意見書も出ていますけれども、オープンしてしばらくは、経路を示しても、な

かなか利用者のほうへ周知が行き届きませんので、それまでの間は、きちんと交通安全上、

誘導員などをつけて循環しながら見て回るというのを続けていただければと思います。 

 以上です。 

○横森課長 設置者のほうに伝えさせていただきます。ありがとうございます。 

○松波会長 木村委員、ございますか。 

○木村委員 届出書の２２、２３ページの来店経路図ですけれども、この店舗、接道の行

き止まりの場所に店舗がありまして、その接道沿いは住居、駐車場、スポーツクラブなど

がありまして、その周辺道路は生活道路で狭いところになっています。なおかつ、店舗側

が誘導する、その指定の経路では、不便な地域が存在して、指定外の生活道路を通ったほ

うが経路的に便利な地域が多くあります。接道の滞留を回避する誘導方法及び、生活道路

ではなく、店舗が指定した五日市街道沿いを通る来店退店経路を用いる誘導方法につきま

しては、案内板の設置だけではなくて、実効性の伴った具体的な方策の確立を、ぜひとも

店舗側にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○横森課長 ありがとうございます。資料の７ページにあるように、誘導員を配置しまし

て、生活道路に入り込まないようにという案内をします。例えば、２のところ、ちょうど

五日市街道とお店との間に十字路の交差点がございます。店舗利用者の方がこの道を使っ
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てしまうおそれもあるということで、②のプラカード誘導員も配置いたします。また、巡

回の誘導員もおりますので、どのような車の流れがあるのか等、監視をしながら適時何か

問題点等ありましたら対応するよう伝えさせていただきたいと思います。ありがとうござ

います。 

○木村委員 先ほどの委員の方の質問で、誘導員は繁忙期だけということというふうにお

っしゃったと思うんですけれども、普通のときには、別段誘導員はいらっしゃらないわけ

ですよね。 

○横森課長 今、私どもの頂いている資料は、繁忙期、あるいは初期に配置というものを

いただいております。こちらに車がどれほど来るか、特に初期にはそれなりに車が来るか

と思いますが、その後の交通量等を見ながら、対応していただくよう、設置者には伝えさ

せていただきたいと思います。 

○木村委員 了解しました。 

○横森課長 ありがとうございます。 

○松波会長 上野委員、ございますか。 

○上野委員 結構です。 

○松波会長 野田委員、ございますか。 

○野田委員 ございません。 

○松波会長 それでは、審議会としまして、本案件は意見なしと決定いたしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○松波会長 それでは、「（仮称）日立自動車教習所跡地計画」における、大和情報サー

ビス株式会社による新設の届出については、次のように決定いたします。 

 本案件に係る届出は、小平市の意見がないことと、公告による申出者意見書への対応状

況、大規模小売店舗立地法第４条に基づく指針を勘案し、総合的に判断して、意見なしと

すると決定いたします。 

 設置者には、申出者からの意見のように、近隣の方の懸念があることを踏まえ、今後も

真摯にこれらの声に耳を傾け、周辺地域の生活環境の保持のために適切な配慮を行ってい

ただきたいと思います。 
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②「（仮称）五反野店建替計画」の新設について 

 

○松波会長 続きまして、足立区の「（仮称）五反野店建替計画」における、山種不動産

株式会社による新設の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○金子課長代理 では、新規案件の概要「（仮称）五反野店建替計画」の新設について、

ご説明申し上げます。 

 資料１の９ページ、「１ 届出の概要」を御覧ください。 

 届出日は令和２年４月３０日、設置者は山種不動産株式会社、店舗の名称は「（仮称）

五反野店建替計画」、所在地は足立区中央本町二丁目５１番１ほか、小売業者名はサミッ

ト株式会社ほか１名ほか未定での届出となっております。 

 新設する日は令和２年１２月３１日、店舗面積は３，４９２平方メートルです。 

 駐車場は、店舗３階に６０台整備します。指針による小売店舗の必要駐車台数は３５台

であり、これを上回る措置となります。このほか、従業員用１０台、施設全体で７０台の

駐車場を整備することとしています。駐車場の出入口については、入り口が敷地西側に１

か所、出口が北側に１か所、合計２か所の設置となります。 

 自動二輪車用駐車場は、４台分設けています。 

 駐輪場は、敷地内東側に７７台、敷地内南東側に５３台、敷地内南側に６５台、合計１

９５台整備します。 

 足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例による必要台数は１

７５台であり、これを上回る措置となります。 

 荷さばき施設は、敷地内北西側に９０平方メートル分を整備します。使用時間帯は、午

前６時から午後１０時までです。 

 廃棄物等の保管施設については、敷地内北西側に２１．９１立方メートル分を確保しま

す。併設施設分を合わせた排出予測量２０．４６立方メートルに対し、充足する計画です。 

 開店時刻は午前９時、閉店時刻は翌午前１時ほかです。 

 また、駐車場の利用時間帯は、午前８時半から翌午前１時半までです。 

 次に、「２ 周辺の生活環境等」です。 

 計画地は、東武伊勢崎線の五反野駅の北１００メートルに位置しており、用途地域は近
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隣商業地域です。 

 店舗周辺の状況ですが、東側は区道を挟んで飲食店及び住居が立地。西側は区道を挟ん

でマンションが立地。南側は住居及びマンションが隣接。北側は区道を挟んで飲食店及び

住居が立地といった環境となっています。 

 参考情報ですが、当該敷地は従前もサミットストアがあり、従前の店舗は令和元年７月

に閉店したと聞いております。 

 「３ 説明会について」ですが、法で定められた説明会開催期間は届出から２か月以内

となっておりますが、新型コロナウイルス感染症対策のため緊急事態宣言が出されたこと

等により説明会の開催が不可能となったことから、令和２年６月３０日（火）に新聞折り

込みよるチラシを配布し周知したほか、６月３０日から１０月８日まで店舗道路面への掲

示を行いました。 

 これらの周知を踏まえた住民からの質問や意見については３件寄せられており、駐車場

は課金式か、料金は以前の駐車場と変わるのか、店舗の開店日はいつか等の質問が寄せら

れたとのことです。 

 対する設置者からの回答は、駐車場は課金式となる予定だが料金は検討中であること、

店舗開店日は未定だが年内に開業する予定であること等の説明を行い、理解を求めたとの

ことでした。 

 「４ 法８条に基づく意見」ですが、足立区の意見を令和２年７月２日に受理しており

ますが、意見はございません。 

 法８条第２項に基づく公告による住民等意見はございませんでした。 

 次に、資料３に移ります。宇於﨑委員から事前質問を頂戴しております。 

 ご質問の１点目、「従前もサミットストア五反野店が営業していたようですが、その際

も駐車場の出入口は今回の届出書のような形状をしていたのでしょうか。」。 

 対しまして設置者からの回答は、「従前の店舗は店舗西側に平面駐車場を設けており、

出入口は敷地西側、今回の届出の入り口位置に出入口１か所、北側、今回届出の荷さばき

施設付近に出入口１か所の、計２か所を届出しておりました。今回、店舗の建て替えにあ

たり、駐車場法の技術的基準の観点から、従前の北側の出入口位置では前面道路幅員が６

メートル未満であり、出入口が設置不可となりました。また、西側に出入口を設けると出

口と南側住居の壁面との間に離隔を取ることができず、出庫時の視距が確保できないこと



9 

 

から、警視庁協議の結果、右折入出庫がなく、出庫時の視距が確保できる現計画の出入口

の形状となりました。」とのことです。 

 続きまして、ご質問の２点目、「隣接してマンション五反野ハウスが建っていますが、

こちらの駐車場出入口とは十分に離隔が取れていますか。」。 

 対しまして設置者からの回答は、「駐車場出入口間は５メートル以上の離隔を確保でき

ております。」。 

 以上となります。 

 これで事務局からの説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○松波会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いいたします。 

 中西委員、ございますか。 

○中西委員 ございません。 

○松波会長 鈴木委員、ございますか。 

○鈴木委員 ございません。 

○松波会長 森本委員、ございますか。 

○森本委員 届出書の図面の２－２、来店経路の図なんですけれども、基本的に左折入庫

で誘導するというのは、当然なんですけれども、この誘導経路を見ると、かなりの大回り

を強いているというので、ちょっと現実的ではないかなという気がしていて、実際にオー

プンして、本当に皆さんがこういう経路で出るかというのは大変疑わしいと。むしろ、店

舗の前で右折入庫する車両も恐らく出てくるんだろうなと、実態としてはですね。ですの

で、オープンしてからしばらく、様子を見られながら、現場に即したような対応をしてい

ただければと思っております。計画自身は、これで結構なんですけれども、実態に合わせ

たような対応を真摯にやっていただきたいと思います。意見です。 

○金子課長代理 ありがとうございます。設置者に伝えさせていただきます。出入口には

誘導員も立たせる予定ですので、対策していただきたいと思います。 

○松波会長 木村委員、ございますか。 

○木村委員 ございません。 

○松波会長 上野委員、ございますか。 

○上野委員 すみません、ちょっと教えていただきたいんですけど、１７ページの社会貢

献等配慮事項というところに何か結構いいことがたくさん書いてあるんですけれども、こ
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の店舗で何をやるかというようなことというよりは、企業としてやっていることが書いて

あるのかなという。この２２番という項目は、ここまでいろいろ書いてあるのは割と珍し

いような気もするんですけど、こういうふうに企業としての姿勢を書く欄なのか、店舗と

しての取組を書くところなのかという辺りは、特に制約がないのか、どういう考え方がさ

れているのかということを、後学のために教えていただけますか。 

○金子課長代理 こちらの大規模小売店舗の出店にあたって届出していただく書類に書い

ていただいているので、店舗としての社会貢献を書いていただくんですけれども、内容的

にも障害を持つ方の雇用ですとか、あとはペットボトルキャップの回収をスタートしてい

るですとか、省エネや廃棄物削減などの環境問題に取り組んでいるというところも、店舗

としても恐らく取り組んでいることかと思いますので、特段ここに、このようなことを書

くのが大きな問題であるとは思っておりません。 

○上野委員 いや、問題であると思ったわけではないんですけど。建て替えということで、

この店舗で従前からこういうことをやってきていて、今後も、これを引き続きやっていく

というようなことで理解すればいいということですかね。 

○金子課長代理 そうですね。企業としても店舗としても引き続き取り組んでいくという

ことかと思います。 

○上野委員 分かりました。ありがとうございます。 

○松波会長 野田委員、ございますか。 

○野田委員 ございません。 

 それでは、審議会として、本案件は意見なしと決定いたしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○松波会長 それでは、「（仮称）五反野店建替計画」における山種不動産株式会社によ

る新設の届出については、次のように決定いたします。 

 本案件に係る届出は、足立区の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に基づ

く指針を勘案し、総合的に判断して、意見なしとすると決定いたします。 
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③「西友久米川店」の変更について 

 

○松波会長 続きまして、東村山市の「西友久米川店」における、株式会社野澤綜合本社

による変更の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○金子課長代理 では、審議案件の概要「西友久米川店」の変更について、ご説明申し上

げます。 

 資料１の１１ページ、「１ 届出の概要」を御覧ください。 

 届出日は令和２年３月２５日、設置者は株式会社野澤綜合本社、店舗の名称は「西友久

米川店」、所在地は東村山市栄町二丁目３番地１０ほか、小売業者名は合同会社西友ほか

３名での届出となっております。 

 今回の届出の主な変更内容は、駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数

です。 

 まず、駐車場の位置及び収容台数について、届出書の２５ページ、図面２－１を御覧く

ださい。 

 変更前についてですが、駐車場Ｎｏ．１は、隔地のオークパーキングに機械式立体駐車

場で１４台、平面で６台の合計２０台ございます。また、駐車場Ｎｏ．２も隔地で、久米

川駅前パーキングに２台あり、合計台数は２２台ございます。 

 変更後は、この届出書を１ページおめくりいただきまして、２６ページを御覧ください。

駐車場Ｎｏ．１は、隔地の平面自走式のみの届出となり、６台となります。駐車場Ｎｏ．

２については、位置が店舗の南側のタイムズ久米川駅前第３駐車場へ移り、届出台数は２

台のままです。変更後の合計台数は８台となります。２か所の駐車場の合計では１４台の

減少となりますが、届出書６ページの駐車場利用実態調査結果表のとおり、繁忙期の利用

実態にレジデータで補正をかけた年間ピークの最大在庫台数が５台だったため、変更後も

充足すると考えられます。 

 変更理由は、駐車場Ｎｏ．１については、駐車場利用実態に即した台数とするため。駐

車場Ｎｏ．２については、提携先の駐車場閉鎖に伴い駐車場を移設するためです。駐車場

の位置が変わるため、駐車場の出入口の数及び位置、駐車可能時間帯も変更となります。 

 次に、駐輪場の位置及び収容台数についてですが、変更前は届出書２５ページ、図面２
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－１を御覧ください。 

 店舗の西側隔地に駐輪場Ｎｏ．１があり、届出台数は２６０台でした。 

 変更後は、この届出書を１ページおめくりいただきまして、２６ページ、図面２－２に

ありますとおり、店舗敷地内に４８台分設けます。 

 変更理由は、隔地駐輪場の土地契約解除に伴い、敷地内駐輪場を届出するためです。駐

輪場の台数は、２６０台から４８台へ２１２台減少します。当該店舗は昭和４８年竣工で

あり、東村山市自転車等の放置防止に関する条例の適用はありませんが、参考に、条例上

の基準で必要台数を計算すると２８１台となります。また、これまでの駐輪場の利用実績

から算出した必要台数は１８８台となり、変更後は、いずれの必要台数にも満たない状況

となっております。不足分を確保するため、まずは敷地内への駐輪場増設を検討しました

が、消防法や安全面等の理由により不可能でした。次に、店舗周辺に位置する４か所の時

間貸駐輪場との提携契約を検討しましたが、提携契約が可能な駐輪場は１か所しかなく、

この１か所のみで提携を行いサービス券の発行等を行うと、需要の集中を招き、駐輪待ち

等が発生するおそれがあるため、他の駐輪場と合わせて提携契約は締結しないものとしま

した。敷地内の駐輪場が満車時に、各駐輪場へお客様を誘導することについては、各駐輪

場管理者に了承いただいております。 

 なお、４か所の駐輪場の利用状況調査の結果、不足台数を上回る空き台数を確認してお

ります。 

 変更する日は、令和２年１１月２６日ですが、ここで１点ご報告があります。 

 届出書の１０ページに記載のとおり、変更前駐輪場は平成３１年３月に既に閉鎖されて

おります。当該駐輪場は、閉鎖の約６か月前である平成３０年９月に、土地所有者より平

成３１年３月を期限とした土地返還請求を受けたものであり、立地法の手続には間に合わ

ない状況でした。 

 現在は、敷地内駐輪場は西友が配置している専任の駐輪場整備員が、久米川駅周辺には

東村山市の放置駐輪監視員が配置されているため、店舗周辺の放置駐輪は慢性化しており

ません。 

 お客様には、周辺駐輪場の利用を周知しておりますが、継続して駐輪場確保の検討を行

っていくとのことです。また、今後、増改築を伴う大規模修繕や建て替えを行う際には、

東村山市の条例に基づく附置義務台数を確保することとしており、これを踏まえて、現在
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の運用方法も含めて、全て市の了承を得ております。 

 次に、廃棄物等の保管施設の変更についてですが、変更前までは保管スペースの面積を

ベースとして３３．６立方メートルの届出をしておりましたが、容器換算を行い、１４．

４８立方メートルの容量で届出し直します。位置については、変更ございません。 

 続きまして、「２ 周辺の生活環境等」です。 

 当該店舗は、西武新宿線久米川駅から南西側５０メートルに位置しており、用途地域は

商業地域です。 

 店舗南東側は集合住宅が隣接、北西側には商業施設が隣接、南西側は市道を挟んで商業

施設が立地、北東側は西武新宿線久米川駅が隣接といった環境となっております。 

 「３ 説明会について」ですが、こちらの店舗についても、新型コロナウイルス感染症

対策の影響により説明会の開催が不可能となり、令和２年５月２５日（月）に新聞折り込

みによるチラシを配布し周知したほか、令和２年５月２５日から９月１１日まで、店舗へ

の掲示を行いました。 

 これらの周知を踏まえた住民からの質問や意見については、寄せられなかったと報告を

受けております。 

 「４ 法８条に基づく意見」ですが、東村山市の意見を令和２年６月１６日に受理して

いますが、意見はございません。 

 公告による申出者の意見もございませんでした。 

 最後に、本件は委員の皆様からの事前質問はございませんでした。 

 以上で、事務局からの説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○松波会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いいたします。 

 中西委員、ございますか。 

○中西委員 変更する日のところで、いろいろご説明のあった趣旨が、いまいちつかみ切

れなかったんですけれども、要は、駅にほぼ隣接なので駐輪が問題なんだけれども、もと

もとの設置の経緯で足りていない。さらに、今回の変更でより不足することになるので、

本当はいろいろやらなくてはいけないんだけれども、いろんな経緯で、ここに書いてある

変更をする日よりも前に、もう既に変更しているということですよね。手続上、そういう

のはどうなのかなということが時々ありまして、追認という形に常になるんですけれども、

その辺り、この案件がというよりは、そういった後追いのものがなるべく発生しないよう
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にするというのが本来だと思いますので、制度の運用で何か改善できないかということを

検討するべきかなというふうに思いますということで、これはコメントです。 

○横森課長 今、先生がおっしゃったことですが、駐輪場も、あるいは駐車場もそうです

が、どうしても、店舗自身の駐輪場、駐車場でしたらいいんですが、人の土地を借りて、

借地で駐車場、駐輪場等を運営している場合、立地法上は８か月後に、駐車場、駐輪場を

廃止するということでやっていただきたいところではあるんですが、事業者の契約日で、

１か月後とか、３か月後になくなってしまうということが起きてしまっているところでは

ございます。どうしても立地法で不動産契約まで縛りがかけられるというところでもない

ので、確かに限界等はあるところではございますが、事業者には、分かった時は、８か月

とは逆転する場合が出てきてしまうかもしれませんが、１か月でも２か月でも早く手続を

進めるように指導したいと思います。ただ、今回の場合は、従前の駐輪場がなくなる際に

４か所の駐輪場と交渉をして、何とか確保したいというところがあったんですが、いずれ

もうまくいかなくて、結果的には店舗内の駐輪場のみ届け出て、ほかの４か所とは、協定

や契約には至らずというところで、今回提出させていただいているところでございます。 

○松波会長 鈴木委員、ございますか。 

○鈴木委員 特にございません。 

○松波会長 森本委員、ございますか。 

○森本委員 なかなか悩ましい案件なんでしょうけど、これは、聞き漏らしたかもしれま

せんけど、事前にここが閉鎖をするということは、店舗側は、いつ情報として理解をして

対応を取ったというふうに理解すればいいんでしょうか。契約の段階で、いつ返してくだ

さいとか、閉鎖しますという情報は、かなり早い段階で入っているというふうに理解をし

ているんですが、それがなかったということでしょうか。 

○金子課長代理 平成３１年３月に、土地所有者との契約が終了したんですけれども、そ

の半年前に初めて言われたというところです。６か月前ですので、既にその時点で、もう

立地法の８か月には間に合わない状況になってしまっているというところです。 

○森本委員 ただ、そうはそうなんでしょうけど、３１年に契約が終了するというのは分

かっていたわけですよね、最初の段階で。継続できるものだというふうに思っていたら継

続できなかったというだけで、実を言うと３１年に契約が切れるというのは事前に分かっ

ていて、だから、逆算すると、予見をできたものに対して対応が全くできなかったわけで
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は本来ならないような気がするんですけど。 

○横森課長 業者間の契約によりますと、６か月前に申し出れば契約が切れるという契約

でしたので、それにのっとって地主が、６か月後に返してくださいと設置者に申し出たと

いうところでございまして、最初から、設置者と地主が、３１年のこの時期に、地主が使

うからということで、最初の契約から、分かっていたというところではございません。地

主のほうが、ここで自分が使いたいということです。 

○森本委員 私が言っているのは、半年前に言えば使えなくなるというのも事前に分かっ

ていた話だし、大店立地法のほうでは８か月制限がかかるということも、実を言うと事前

に分かっていた話ですよね。そうすると、２か月ずれるということは、仮にいうと半年前

に言われたのでは間に合わないということは、実を言うと分かっていたわけならば、本来

ならば、次は貸していただけますよねと、実を言うと大店立地法で８か月前からかかるの

でという交渉は、本来ならできるはずだし、そういうふうな仕組みになっていないとおか

しいと思うんですけどね。 

○横森課長 今先生がおっしゃったように、次の更新時期がいつと最初から明確に分かっ

ていれば、そういったお話もできるかと思うんですが、そういう契約もあれば、３か月前

に申し出れば、いつでも解約という契約をしていたりとか、いろんな契約をしておりまし

て、その結果、本当に申し訳ありませんが、８か月と逆転するケースも出てきているとこ

ろでございます。 

○森本委員 今ここで、多分、この案件というよりも、多分、我々の制度、仕組みそのも

のの問題だと思うんですけれども、本来ならば、例えば、出店でこういうふうな審議をし

たときに、次の更新のときに８か月制限がかかるというのは我々の法律上決まっているわ

けですから、当然、契約をするときには、それを考慮しながら対応してくださいねという

ことは、こちらからは言えると思うんですよね、これから新しいものに対して。そうでな

いと、基本的に、こういうことが起きたときに、必ず起きてしまいますよね。多分、これ

だけのケースではなくて。全てにおいて常に後追いになってしまうというのは、ちょっと

制度上の、やっぱり問題があるんじゃないかなということを、ちょっと指摘させていただ

ければと思います。 

○金子課長代理 もともとの経産省のＱ＆Ａの中にも、こういった場合どうすればいいの

かっていう質問が示されているぐらいで、恐らく民民の契約では、また何か月前に申し出
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ればいいという決まりがあると思うので、そこに引っかかってしまうということは想定し

た上で、それでも経産省の回答としては、運用主体と相談して、なるべく早く手続を行う

ようにという回答しか載っていないんですね。ですので、もともと想定はされていたのか

なというところではございます。 

○森本委員 ただ、基本は、例えば２年ぐらい前から事前協議を始めたり、私も長年、大

店立地の委員をやっていると、結局、８か月制限をかける２年ぐらい前から出店業者と、

例えば地域産業振興課が調整をしながらやっていくというのが普通だと思うんですよ。だ

から、明記はされていないけれども、それは手続の中で、できるだけ発生させないように

努力していることだと思うんですけれども。何か解消する方法がないと、常にこういう問

題が出たときに、我々、ここで困りましたねって、でも頑張りましたから認めましょうと

いう話にしかならないですよね。 

○横森課長 私どもが特に新規の案件等をいただいたときに、借りている土地で駐車場を

やっているような案件があったときには、設置者に、契約は３か月とか６か月になってい

るかもしれないけれども、立地法上は８か月なので、重々地主とよく普段から話し合って

くださいよといったような指導をさせていただきたいと思います。確かにいろいろな課題

があるところでございまして、ありがとうございます。 

○森本委員 分かりました。 

○松波会長 木村委員ございますか。 

○木村委員 今の件ですけれども、この変更届出書を、例えば駐輪場とか駐車場とかが変

わったときに出す必要があるという認識はあるんですか。皆さん、その辺は確実にご存じ

なのでしょうか。 

○金子課長代理 それはもちろんでございます。 

○木村委員 そうすると、この令和２年３月２５日というふうになっていますけれども、

変更届の場合は、もう既に変更した後に審議にかかる場合ありますよね。それは要するに、

その場合は届出書が８か月前に出しているんだけれども、審議に上がるのが遅くなったと

いうことですか。 

○横森課長 今回のケースは、まさに既に変更後に審議にかかる場合でございまして、既

に契約は切れてしまって、その後、４か所の駐輪場との交渉もございまして、届出が非常

に遅くなり、既に契約が切れているのに届出を出したものです。ただ、設置者にも、私ど
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もの立地法の手続が必要というのは、ご理解をいただいているところではありまして、設

置者も遅ればせながらではありますがと言いつつではございますけれども。手続はきちん

と、駐輪場がなくなったことについて手続をしないといけないものでございますので、遅

れても必ず出すように指導しているところでございます。 

○木村委員 それと現状なんですけれども、この西友の中の駐輪場は満車というときはあ

るんですか。 

○横森課長 ８ページ、９ページの辺りに載ってございますけれども、満車になる時もご

ざいます。４８台のところに、在庫は４８台といったような時もございます。 

○木村委員 了解しました。 

○松波会長 上野委員、ございますか。 

○上野委員 ございません。 

○松波会長 野田委員、ございますか。 

○野田委員 この届出遅延の件に関して、繰り返しにはなるんですが、今回、平成３０年

９月に解除の予告があって、この届出まで１年６か月たっているということで、もう少し

早く届出することはできたのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○金子課長代理 なくなるということが分かってから、警視庁協議ですとか、あとは区市

町村が駐輪場の条例は所管しておりますので、そちらとの調整、あとは、ほかの駐輪場で

カバーできないかというところで提携契約を模索したりですとか、そういったところで時

間がかかってしまって、この日付の届出になってしまったというところでございます。 

○野田委員 最終的に決まったのがいつだったのか。そこから届出までがどれぐらいたっ

ているかというようなことはございますか。その駐輪場の新しい駐輪場が決まったのがい

つで、届出がいつだったということで。届出が今年の３月になったということなんですが。 

○金子課長代理 結局、新しい駐輪場は見つからなかったので、もともと持っていた自分

のところの駐輪場、届出されていなかったものを届出するということになったんですけれ

ども、それ以外のところは確保できなかったというところで、もう見つからなかったとい

う時点で、すぐに届出はしていただいていると思います。 

○横森課長 あと、私どものほうに事前に、こういうのを考えているということで概要書

等を出していただくんですが、それは令和元年の１１月２９日に一度出していただいてお

ります。ただ、またそこから時間がかかったのはなぜかというところになるんですが、今
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度は、駐車場の附置義務の関係で、都市整備局と、今度は駐輪場ではなくて駐車場のほう

で協議になってしまいまして、概要書提出の前は駐輪場、概要書の後は駐車場ということ

で、協議が長引き、この時期になってしまったところでございます。 

○野田委員 分かりました。いろんな調整事項があったということかと思いますが、一応、

この大店立地法の６条４項の変更の届出義務に対応すると思うんですが、罰則が１８条に

あって、５０万円以下の罰金に処するとあると思います。これは届出をしない場合の罰則

なんだとは思うんですが、なので、最終的に、ここの届出がなされれば、ここには該当し

ないという判断なんですかね。 

 ５条４項で８か月を経過した後でなければ新設をしてはならないですが、変更は６条４

項ですかね。罰則の適用関係を前にお伺いしたときに、この大店立地法の罰則というのは、

事実上、運用でもってあまり厳しくはやっていないというか、罰則は課していないという

ことなんですが、やはり悪質な案件であれば、本件がどうということではなく、悪質な案

件は、こういう罰則の適用も、やはり検討されてもいいのかなと、今、先生方のご意見、

厳しいご意見あったかと思いますので、意見として述べさせていただきたいと思いますが、

今回は調整中であったという事情があったので罰則の適用までは当たらないというご判断

だということは理解をしております。 

○横森課長 先生がおっしゃったとおり、故意に何か、あえて届出を出さなかったとか、

そういった悪質なケースの場合は、まさに罰則ということになってくるかと思いますが、

今回の場合は、我々も、本当に協議をしていたことが確認できましたので、ここは悪意で

はないということでやらせていただいているところでございます。 

○野田委員 変更の届出は６条４項と１８条ですね。 

○横森課長 そうです。６条関係が１７条の罰則のところにもございます。 

○金子課長代理 １７条の第２項に、「第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽

の届出を行った者」という条文がございます。 

○野田委員 分かりました。 

 あともう１点、すみません。最終的に、この店舗内の駐輪場にしたということなんです

が、申告書、届出書の１０ページの、この（ｄ）の一番上に、消防法や安全面の理由によ

り敷地内において駐輪場を増設するスペースを確保できなかったというところと矛盾はし

ないんでしょうかね。最終的に敷地内に駐輪場を確保して、それを届け出たということを
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おっしゃっていますよね。 

○金子課長代理 もともとあって、運用もしていたんですけれども、届出駐輪場としては

隔地の駐輪場だけを届出されていたということです。届出外の店舗敷地内の駐輪場につい

ては、増やそうと思ったけれども増やせなかったということが記載されています。 

○野田委員 そこを増やそうとしたら、増やすのには消防法や安全面での。 

○金子課長代理 そうですね、もう敷地ぎりぎりまで造っていたので、どこにも増やせる

スペースがなかったということが書かれています。 

○野田委員 分かりました。 

 もともとあった駐輪場を届けなかった理由は何かあるんですか。 

○横森課長 すみません、そこは聞いていないんですが、最初の隔地の駐輪場の２６０台

全部を設置者で使っているわけではなく、通勤通学の方も使えるのですが、この２６０台

の駐輪場で全て収まってしまっていたので、そちらだけを最初から届出していただいてい

たところでございます。届け出ていない駐輪場がいつできたとか、そこまでは、私どもも

聞いておりませんでしたので申し訳ございません。今日はお答えできないんですが。 

○野田委員 分かりました。もともとあった駐輪場が届出に値するといいますか、法的な

問題もない駐輪場であったのであれば、そこを届け出ていただければ早く届出はしていた

だけたということなんでしょうかね。 

○金子課長代理 ただ、台数はかなり足りない状況にはなってしまうんですが、ここだけ

と初めから決めていれば、もう少し早く届出はできたと思います。 

○野田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○松波会長 この件ですけど、引き続き駐輪場の確保については進めていくということで

よろしいんでしょうか。 

○金子課長代理 そのように市とも約束をしているというところです。 

 それでは、審議会としまして、本案件は意見なしと決定いたしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○松波会長 それでは、「西友久米川店」における、株式会社野澤綜合本社による変更の

届出については、次のように決定いたします。 

 本案件に係る届出は、東村山市の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に基
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づく指針を勘案し、総合的に判断して、意見なしとすると決定いたします。 

 以上で、本日の議題３件の議会は終了となります。ご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の東京都大規模小売店舗立地審議会を終了いたします。 


